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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
事
態
宣
言
が
解
除
さ
れ
て
約
半
年
、
我
が
国
は
感
染
拡
大
防
止
と
経
済
活
動
の
両
立
を

目
指
す
ス
テ
ー
ジ
に
移
行
し
た
も
の
の
、
再
び
新
規
感
染
者
が
急
増
し
、
企
業
等
の
事
業
継
続
と
雇
用
維
持
の
努
力
は
限
界
に

近
づ
き
つ
つ
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
実
際
こ
れ
ま
で
、
持
続
化
給
付
金
や
家
賃
支
援
給
付
金
、
雇
用
調
整
助
成
金
を
は
じ
め

幅
広
い
資
金
繰
り
支
援
に
よ
っ
て
倒
産
件
数
の
増
加
は
抑
え
ら
れ
て
き
た
が
、
休
廃
業
・
解
散
件
数
は
一
月
か
ら
八
月
の
間
、

前
年
同
期
比
で
二
十
三
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
増
加
と
事
業
継
続
の
意
欲
を
失
う
経
営
者
が
増
え
て
い
る
。
国
民
一
人
ひ
と
り
の

「
命
と
暮
ら
し
」
を
守
る
の
は
雇
用
の
維
持
安
定
、
そ
し
て
、
そ
の
前
提
と
な
る
企
業
等
の
事
業
継
続
で
あ
る
の
は
自
明
の
理

で
あ
り
、
こ
れ
が
脅
か
さ
れ
る
よ
う
で
は
国
民
の
日
々
の
生
活
は
成
り
立
た
な
い
。
希
望
を
持
ち
続
け
る
に
は
、
持
続
化
給
付

金
、
家
賃
支
援
給
付
金
、
雇
用
調
整
助
成
金
等
の
支
援
の
期
間
延
長
、
措
置
内
容
の
拡
充
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。 

一 

然
る
に
財
務
省
は
、
先
月
二
十
六
日
の
財
政
制
度
等
審
議
会
歳
出
改
革
部
会
の
場
に
お
い
て
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
応
の
た
め
の
支
援
策
は
、
緊
急
時
の
対
応
」
「
持
続
化
給
付
金
及
び
家
賃
支
援
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
予
定
ど
お
り

に
終
了
す
べ
き
」
「
支
援
の
長
期
化
は
中
小
企
業
の
新
陳
代
謝
を
著
し
く
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
な
ど
と
驚
く
べ
き
主
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張
を
展
開
し
た
。
こ
れ
は
菅
内
閣
の
統
一
見
解
か
。
政
治
と
し
て
今
や
る
べ
き
は
、
「
命
と
暮
ら
し
」
を
守
る
雇
用
の
維
持

安
定
と
企
業
等
の
事
業
継
続
に
対
す
る
強
力
な
支
援
で
は
な
い
の
か
。
政
府
と
し
て
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

ま
た
、
菅
総
理
大
臣
は
今
月
十
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い
て

「
来
年
前
半
ま
で
に
全
て
の
国
民
に
提
供
で
き
る
量
を
確
保
す
る
」
と
強
調
し
、
ま
た
、
今
月
十
六
日
の
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
委
員
会
の
バ
ッ
ハ
会
長
と
の
会
談
に
お
い
て
、
「
人
類
が
ウ
イ
ル
ス
に
打
ち
勝
っ
た
証
し
と
し
て
東
京
五
輪
を
実
現
す

る
」
と
断
言
し
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
財
務
省
の
主
張
す
る
「
支
援
の
長
期
化
」
に
な
る
は
ず
も
な
く
、
「
人
類
が
ウ
イ
ル
ス

に
打
ち
勝
っ
た
証
し
」
が
得
ら
れ
る
ま
で
し
っ
か
り
支
援
す
る
の
が
論
理
的
帰
結
で
あ
る
。
持
続
化
給
付
金
や
家
賃
支
援
給

付
金
等
の
企
業
向
け
支
援
に
つ
い
て
は
、
期
間
延
長
、
支
給
対
象
の
拡
大
、
更
に
は
複
数
回
の
給
付
な
ど
を
含
め
た
支
援
の

強
化
を
、
そ
し
て
、
雇
用
調
整
助
成
金
や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援
金
等
の
個
人
向
け
支
援
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
特
例
措
置
の
内
容
を
維
持
し
つ
つ
、
更
な
る
期
間
延
長
を
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
「
困
っ
て
い
る
人
に
、
支
援

を
」
の
発
想
で
、
低
所
得
者
層
、
学
生
向
け
支
援
・
給
付
、
住
居
確
保
給
付
金
の
延
長
、
ひ
と
り
親
世
帯
へ
の
再
給
付
・
大

学
授
業
料
半
額
、
失
業
手
当
の
支
給
割
合
引
上
げ
・
日
数
延
長
な
ど
を
含
め
た
支
援
の
多
様
化
が
大
切
と
考
え
る
が
、
政
府

と
し
て
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 
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